
 

平成 25 年度明和町水道事業決算審査意見書 

 

 

第１．審査の概要 

 

１．審査の期間  平成 26 年７月 15 日 

 

 

２．実施審査場所 本庁 

 

 

３．審査の手順 

 この決算審査にあたっては、提出された決算書類が、水道事業の経営成績、および財政

状況を適正に表示しているかどうかを検証するため、関係諸帳簿および帳簿、証拠書類と

の照合等の審査手続を実施したほか、関係当局の説明を聴取するなどの査定手続きを行っ

た。 

 

 

 



 

   第２．審査の結果 

 

１．決算諸表について 

 審査に付された決算諸表は、水道事業の経営成績および財政状態を適正に表示している

ものと認められた。 

 

 

 

２．経営状況について 

 

（１）経営成績について 

 平成 25 年度明和町水道事業の営業収益は 355,592,845 円であり、前年度の営業収益

344,928,925 円に比べ 10,663,920 円（対前年度 3.09％）増加している。営業収益のうち、

給水収益は 341,761,305 円で、対前年度 0.22％減少となっている。 

 一方、営業費用は 274,895,304 円であり、前年度の営業費用 260,114,657 円に比べ

14,780,647 円（対前年度 5.68％）増加している。営業費用のうち、原水及び浄水費

94,771,219 円（対前年度 2.17％）、減価償却費 103,010,781 円（対前年度 0.88％）、総係

費 50,139,414 円（対前年度△8.26％）、配水および給水費 13,772,891 円（対前年度 

56.27％）となっている。 

 経営成績としては、水道事業収益が 360,046,362 円、水道事業費用が 333,336,242 円で、

平成 25 年度は 26,710,120 円の純利益があった。 

 本年度における企業債の発行額は 7,100,000 円であり、未償還残額は 2,371,543,910 円

となっている。また、本年度の元金の償還額は 156,852,405 円となっている。 

 

（２）施設の利用状況について 

 事業概要推移表を見ると、施設の利用状況の良否を総合的に表示する施設利用率は、平

成 23 年度 66.0％、平成 24 年度 66.3％、平成 25 年度 68.4％となっている。 

 施設利用率を負荷率と 大稼働率に分けてみると、負荷率は、平成 23 年度 83.7％、平

成 24 年度 86.8％、平成 25 年度 86.8％となっている。 

また、 大稼働率は、平成 23 年度 78.9％、平成 24 年度 76.3％、平成 25 年度 78.8％

となり適正な稼働率となった。 

 

（３）財政状況について 

 平成 25 年度における資本的支出の不足額 158,398,710 円は損益勘定留保資金及び減債

積立金の取り崩しで賄われている。前年度に比べると 2,283,907 円（対前年度 0.01％）の

増加である。 

 平成 25 年度の財政状況は、正味運転資金（流動資産合計－流動負債合計）が 379,820,764

円で、前年度 408,150,235 円より 28,329,471 円減少している。 

 

 



 

 

（４）建設改良工事について 

 平成 25 年度における建設改良費の決算額は 64,852,366 円で、予算額に対する執行率は 

95.1％となっている。前年度に比べると、301,585,544 円の減となっている。 

 平成 25 年度の主な事業としては、配水管の移設工事として、大字馬之上、中海地内に

おいて農業集落排水事業に伴う水道管移設工事、大字佐田、馬之上（算所）地内において

道路改良事業に伴う水道管移設工事を実施。上野地内においては、本郷勝見第二線の道路

改良に合わせ上水道拡張工事を実施。山大淀、竹川、有爾中地内では、配水管工事を実施。

量水器取替については、設置から 7 年を経過する機器を対象に坂本地区等において取替工

事を実施。また、旧簡易水道から承継し、老朽化した施設の改善のため有爾中地内で仕切

弁設置工事、蓑村地内で給水管切替工事を実施した。 

 

 

 

 

３．是正改善を要する事項 

 当該年度において指摘する事項は特になかった。 

 

 

 

む す び 

 

明和町水道事業は、生活上欠くことのできない上水道の全町給水を目指して事業実施を

展開し、普及率（戸数）は 100.0％に至っている。 

 年間有収水量率は 88.6％となり昨年より 2.6％減少している。今後も貴重な水資源の有

効活用という認識に立ち、さらに改善を図られたい。 

 なお、水道料金の未収金については、支払督促マニュアルを作成し、対策を講じられた

が、収納率は 98.3％で前年と同率で、今後も滞納を見逃すことなく早期に追跡調査等を行

い、より一層の取り組みの強化を要望する。 

今後も、すべての町民に「安心して飲める水を、安定して供給する」水道事業の目的と

責務を果たすため、適切な対応をお願いしたい。また水道事業経営の安定を念頭に、長期

的な展望に立ち、経営の合理化を進め、維持管理費の節減などの支出の抑制、国・県補助

金等の確保を行うなど安定した経営をされるよう、なお一層の努力を望むものである。 

 


